
 

令和６年度 苅田町職員採用試験（後期）実施要綱 
〈土木技術職（社会人経験者）〉 

 

第 1次試験日 令和７年１月 19日（日）～令和７年２月５日（水） 

申込受付期間 令和６年１２月２３日（月）～令和７年１月１３日（月） 

 

 

１．試験区分、採用予定人員及び職務の概要 

◆職務概要については代表的な例であり、異なる職務に従事する場合もあります。 

 

２．受験資格 

次の(1)～(2)の要件を満たす人は、採用試験を受験できます。 

 

(１)下記受験資格に該当する人 

試験区分 受験資格 

土木技術職 

（社会人経験者） 

平成３年４月２日以降に生まれた人で、令和６年１１月末現在において土木工

事の設計、積算、施工管理の実務経験を２年以上有する人 

※「土木工事の設計、積算、施工管理の実務経験」については（※注）をご覧く

ださい。 

◆日本国籍を有しない人でも、要件を満たせば受験できます。詳しくは最終ページ「９．日本国籍

を有しない人の採用及び採用後の任用に関すること」を参照してください。 

 

（※注）「土木工事の設計、積算、施工管理の実務経験」 

・「実務経験」には、会社員、公務員、団体職員等として、試験区分に関する業務に週あたり３０時

間以上の勤務を１年以上継続して就業した期間が該当し、これらの期間が複数ある場合は通

算することができます。ただし、休業期間（育児休業、介護休業等）は、実務経験に含めること

はできません。なお、同一期間内に複数の実務に従事した場合は、いずれか一方のみの職歴

に限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

試験区分 採用予定人数 職務の概要 

土木技術職 

（社会人経験者） 
若干名 

町の機関に勤務し、道路・河川・上下水道等の事業

に関する企画、設計・施工監理、保守管理等の専門

的業務等に従事します。 



 

(２)地方公務員法第 16条に掲げる次の欠格事項に該当しない人 

１．禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

２．苅田町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

３．人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯 

し、刑に処せられた人 

４．日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

◆その他注意事項 

・試験申込は１人につき１試験区分とし、複数の区分に重複して申込することはできません。 

また、申込後の試験区分の変更はできません。 

・最終合格発表後、受験資格に求める資格要件や職務経験期間の確認のため、各種証明書を 

提出していただきます。資格要件や職歴等に虚偽があった場合は、合格を取り消します。 

・業務上、自動車の運転が必要となる場合がありますので、普通自動車免許を取得している 

ことが望ましいです。 

 

３．試験の日時、会場及び合格者発表 

◆テストセンター受験について（※注） 

テストセンターの会場は、役場ホームページ上もしくはCBTS受験者専用サイト（https://cbt-s.

com/examinee/testcenter/?type=cbt）に掲載しています。 

テストセンターの受験案内は、個人メールアドレス宛に送信します。案内時期等は「８．申込手続」を

ご参照ください。受験できる日時は会場によって異なりますので、メールが届いたら早めに予約し

てください。 

 

◆合格発表について 

合格発表は役場ホームページ及び役場掲示板に掲示します。書面による通知は、第 1 次試験は合

格者のみ、第 2次試験は受験者全員に行います。 

 

◆試験日の延期等の連絡について 

自然災害の発生等により、試験日の延期や会場変更等に関する緊急のお知らせを行う場合があり

ます。緊急のお知らせがある場合は、役場ホームページに掲載するとともに、受験申込時に記載さ

れた個人メールアドレス宛に送信します。 

 

 

 

 

試験 試験日時 試験場 合格者発表予定日 

第 1次試験 
1月 19日（日） 

～２月５日（水） 

全国のテストセンター 

（※注） 
２月中旬 

第 2次試験 2月 23日（日） 苅田町役場庁舎 ２月下旬 



 

４．試験科目、内容等 

 

５．試験結果の開示 

試験結果の開示請求をする場合は、必ず受験者本人が本人確認書類（マイナンバーカード、運転

免許証、学生証等）を持参の上、総務課人事担当までお越しください。電話や郵送等による請求

や、代理人による申請は受付していません。 

試験 開示請求できる人 開示内容 開示期間 

第 1次試験 不合格者 
順位及び総合得点 

合格発表日の翌日から 

1か月間 第 2次試験 受験者 

 

６．合格から採用まで 

（１） 最終合格者は、成績順に採用候補者名簿に登載します。（有効期間１年） 

（２） 採用は令和７年４月１日以降で、採用候補者名簿登載順に決定します。 

登載順位が下位の人は採用が遅れる場合や、採用されないこともあります。（原則として６

ヶ月間は条件付採用） 

 

７．給与（給料・諸手当）について 

〈参考〉大学卒で、実務経験５年の場合の例 

２59，663円程度（地域手当３%を含む）が支給されます。初任給の金額は、職務経験年数等に

より変動する場合があります。また、このほかに扶養手当、通勤手当、住居手当、期末勤勉手当等

がそれぞれの条件に応じて支給されます。ただし、これらの額は給与条例や規則の改正により変

更されることがあります。 

 

試験 科目 内容 

第 1次試験 

総合適性検査 

（テストセンター方式） 

①基礎能力検査（大学卒業程度） 

基礎的な知的能力及び学力を測定する五肢択一

式の試験。言語・数理・論理・一般常識・基礎英語

から出題。 

②事務能力検査 

実務のベースとなる基本的な処理能力を測定す

る試験。 

専門性確認シート 

専門分野等について確認するもの 

（シートの様式は事前に送信します。送信時期につ

いては、「８．申込手続」をご参照ください。） 

第 2次試験 個別面接 主に人柄等についての面接試験 



 

８．申込手続 

原則、電子申請（インターネット）により申し込んでください。 

電子申請ができない場合のみ、書面による申込みを受け付けます。書面による申込みを希望

する場合は、総務課人事担当までお問い合わせください。 

 

電子申請の流れ 

１．次のものは電子申請の際に必要となりますので、事前に用意してください。 

 

２．苅田町ホームページ上の採用試験情報ページ内のリンクから、電子申請画面にアクセスしてく 

ださい。画面の指示に従い、申請者情報入力画面に必要事項を入力してください。 

 

３．申込手続が完了し、苅田町役場での受付が完了すると、「申請受付のお知らせ」メールが送付 

されます。このメールは必ず保管してください。 

 

４．テストセンター受験申込に関することや、「専門性確認シート」の様式及び提出締切日等を記載 

したメールを、１月１６日（木）に個人メールアドレス宛に送信予定です。このメールの内容を確 

認のうえ、テストセンターの受験予約等をおこなってください。 

 

 

事前に用意するもの 要件、注意事項 

パソコン、タブレット端末又はス

マートフォン等の電子機器端末 
― 

メールアドレス 

・迷惑メール等の設定をしている場合は 

「＠mail.graffer.jp」、「＠cbt-s.com」のドメイン及び 

「somu-jinji＠town.kanda.lg.jp」から送信されるメールを

受信できるよう設定してください。 

・受信容量に十分な空きがあるかを確認してください。 

受験者の顔写真データ 

次の要件をすべて満たすもの 

・申込前６ヶ月以内に撮影したもの 

・上半身脱帽正面向きで無背景である 

・鮮明に撮影され、本人の平常時の顔である 

・小さすぎず、頭の輪郭が全て収まっている 

・アプリ等による写真加工をしていない 

〈メールが届かない場合の注意事項〉 

・申込手続において、メールが届かない場合は、迷惑メール設定や受信容量等を確 

認のうえ、総務課人事担当までお問い合わせください。 

・通信障害やメール設定の不備等によるトラブルについては、一切責任を負いませ 

ん。期間に余裕をもってお申し込みください。 



 

 

９．日本国籍を有しない人の採用及び採用後の任用に関すること 

 

 

〈参 考〉 

１．受験資格について 

消防職以外の試験区分については、日本国籍を有していなくても次のいずれかに該当すれば 

受験することができます。 

・出入国管理及び難民認定法の規定による永住者 

・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規

定による特別永住者 

 

２．採用後の職務について 

「日本国籍を有しない人は、公権力の行使（許可、町税の賦課徴収、強制執行など住民の権利

義務等を一方的に決定すること）または公の意思の形成への参画（行政施策の企画立案、予算

の編成など政策的判断を伴う事務について決定すること）に携わる職に就くことはできな

い。」という公務員の任用の原則が適用されます。従って、上記基本原則にあたらない職に就

くことになります。 

 

３．従事できない職について 

   苅田町では、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる職について、概ね次のよ

うに定めています。 

①公権力の行使に携わる職 

ア 徴税吏員 

イ 消防吏員 

②公の意思の形成への参画に携わる職 

ア 庁議（重要施策決定機関）を所管する管理職及び常時これに参画する管理職 

イ 政策の総合企画及び調整を所管する管理職 

ウ 町財政を所管する管理職 

エ 各機関の人事を所管する管理職 

 

〈申込み・問い合わせ先〉 

苅田町役場 総務課 人事担当 

 

〒８００－０３９２ 苅田町富久町１丁目１９番地１（役場庁舎３階） 

開庁時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝を除く） 

電話：０９３－４３４－１111（内線 313・314） 

E-Mail：somu-jinji@town.kanda.lg.jp 

 


